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横福指第34号  

令和８年（2026年）５月19日  

 

指定障害児通所支援事業所 

指定障害児入所施設 

 

横須賀市民生局福祉こども部指導監査課長  

 

こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報の一括登録（まとめ登録） 

について（依頼） 

 

日頃から本市の障害福祉行政に御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

標記の件について、こども家庭庁から神奈川県を通じ、こども性暴力防止法の施行後、

義務化される従業者の犯罪事実確認手続き等に係る事業者情報の一括登録について、依頼

がありました。 

つきましては、下記のとおり、ＧビズＩＤを含む事業者情報のご提出をお願いします。 

 

記 

１ 対象となるサービス（提出必須） 

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 

 

２ 提出期限  令和８年６月５日（金） 

 

３ 提出ファイル作成及び提出の方法 

（１）以下の URLから、以下に記載のファイルデータをダウンロードしてください。 

 https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=14&id=41

（掲載場所：「障害福祉情報サービスかながわ」→ 「書式ライブラリ」 

→「文書/カテゴリ検索」→「５．横須賀市からのお知らせ」 

→ 「１．横須賀市からのお知らせ 」） 

 【ダウンロードファイル】  

 GビズＩＤ等まとめ登録様式・マニュアル.zip 

142018_横須賀市_●●●.xlsx まとめ登録マニュアル.pdf 

（２）「142018_横須賀市_●●●.xlsx」のファイル名のうち、●●●部分を事業所名又

は施設名に修正してください。 

（３）（２）のファイル内「はじめに」シート及び「まとめ登録マニュアル」P38～44の

内容をよくご確認の上、必要事項をご入力ください。 

 

管理者 様 
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（４）（３）で必要事項を入力したファイルをメール添付し、以下のメールアドレス宛に

送信してください。（郵送提出不可） 

メールタイトルは「【●●●】事業者情報一括登録」とし、●●●部分は、事業所

名又は施設名に修正してください。 

【メールアドレス】shidokansa-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 

６ 提出ファイル作成にあたっての留意事項 

・「学校設置者等」とは、事業所又は施設を運営する法人（会社、ＮＰＯ法人、社会福祉

法人等）を指すものとお考え下さい。 

  ※地方自治体との指定管理契約等により運営する施設については、設置者（地方自治

体）が「学校設置者等」、指定管理者が「施設等運営者」となります。 

・「（２）学校設置者等」及び「（３）施設・事業所」の両シートの必要事項をご入力く

ださい。（両シートとも入力範囲が横長になっていますので、必ず入力範囲の端まで確

認し、記入漏れの無いようにしてください。） 

・「（３）施設・事業所」シート中、「○24事業類型（選択）」欄は、次の分類から該当す

るものをご選択ください。  

15 指定障害児入所施設等 

24 指定障害児通所支援事業（児童発達支援） 

25 指定障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 

26 指定障害児通所支援事業（居宅訪問型児童発達支援） 

27 指定障害児通所支援事業（保育所等訪問支援） 

・提出ファイルは、事業所又は施設ごとに作成してください。 

 一つの事業所又は施設で複数の指定障害児通所（入所）支援サービスを運営している場

合（例：一つの事業所で、児童発達支援と放課後等デイサービスを運営）は、「（３）

施設・事業所」シートにおいて、サービスごとに一行ずつ記入し、所在地等の同一の情

報はコピー＆ペーストしてください。 

 

７ その他参考資料等 

こども性暴力防止法の概要・動画・リーフレット等 

（https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou） 
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８ 法施行前犯罪歴確認に係るスケジュール 

令和８年 

１月～３月 

「【重要・横須賀市からのお知らせ】こども性暴力防止法の

施行に伴う従業者の性犯罪前科確認義務に係るＧビズＩＤの

事前取得について」（事業所宛メールによる依頼） 

 

５月～６月 
「こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報の一括登録

（まとめ登録）について（依頼）」 
本依頼 

６月～７月 
提出された事業者情報を横須賀市が取りまとめ、神奈川県を

通じてこども家庭庁へ提出 
 

６月～10月 こども家庭庁からの問い合わせへの対応  

11月～12月 各法人において、システム担当者への権限設定準備  

12月 
こども家庭庁からシステムのログイン先情報通知 

各法人において、システム担当者に権限設定 
 

12月25日～ 犯罪歴確認申請  

 

 

 

【事務担当】横須賀市民生局福祉こども部指導監査課 法人・障害担当 細沼 

           電 話：０４６－８２２－８４１１ 

ＦＡＸ：０４６－８２７－０５６６ 

メール：shidokansa-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp 


